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令和２年第３回西予市議会定例会総務常任委員会会議録 

 

１．開催日時 令和２年９月１０日 

１．開催場所 西予市議会第３委員会室 

１．開  会 令和２年９月１０日 

       午後 １時００分 

１．閉  会 令和２年９月１０日 

       午後 ３時５１分 

１．出 席 委 員        

   委員長  兵頭 学 

   副委員長 小玉 忠重 

   委員   加藤 美香 

   委員   中村 一雅 

   委員   河野 清一 

   委員   源  正樹 

１．欠 席 委 員 

   なし 

１．出席説明員 

 （消防本部） 

 消防長        佐藤 克也 

 消防署長       酒井 広一 

 消防総務課長     宇都宮憲治 

 防災課長       坂本 弘治 

（教育部） 

 教育部長       宇都宮 裕 

学校教育課長     滝澤  洋 

 学校教育課長補佐   酒井 康次 

 学校教育課長補佐   松崎 美智 

 教育総務課長     垣内 俊樹 

 教育総務課係長    薬師寺ふみ 

 スポーツ・文化課長  谷口 佳代 

 スポーツ・文化課長補佐 浅井 裕史 

 スポーツ・文化課係長 高木 邦宏 

（政策企画部） 

 政策企画部長     下澤 広幸 

政策推進課長     宮中 英希 

政策推進課長補佐   山下みさと 

政策推進課情報推進室長 上甲 宏之 

政策推進課係長    清家 祐一 

まちづくり推進課長  長野 静香 

まちづくり推進課長補佐 清家 昌弘 

まちづくり推進課長補佐 小野 雅人 

まちづくり推進課係長 徃田  剛 

まちづくり推進課係長 宇都宮弘志郎 

まちづくり推進課主任 松田  望 

 

（総務部） 

総務部長       山住 哲司 

総務課長       一井 健二 

総務課長補佐     麓  寿春 

総務課長補佐     安岡 克敏 

財政課長       宇都宮明彦 

財政課長補佐     沖野 貴洋 

危機管理課長     谷川 和久 

危機管理課長補佐   田中 長治 

危機管理課係長    片山 大輔 

税務課長       浜田 直浩 

  （支所） 

明浜支所長      上中 保博 

明浜支所総務課長補佐 一川 幸二 

１．出席議会事務局職員 

   書記    大内 俊二 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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本日の会議に付した事件 

 

議案第 98号 西予市卯之町駅前複合施設の設置

及び管理に関する条例制定につ

いて 

議案第 102号 西予市立学校給食センター及び学

校給食調理場条例の一部を改正す

る条例制定について 

議案第 105号 令和２年度西予市一般会計補正予

算(第７号)  

議案第 106号 令和２年度西予市育英会奨学資金

貸付特別会計補正予算(第１号)  
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開会 午後１時 

○小玉副委員長 

これより令和２年第３回定例会総務常任委員会

を開会いたします。 

開会にあたり、委員長より挨拶があります。 

○兵頭委員長 

（兵頭委員長が挨拶を行う） 

○小玉副委員長 

次に、佐藤消防長より挨拶をお願いします。 

○佐藤消防長 

（佐藤消防長が挨拶を行う） 

○小玉副委員長 

それでは、これよりの進行は、委員長が行いま

す。 

 

【消防総務課】 

○兵頭委員長 

それでは、「議案第105号 令和２年度西予市

一般会計補正予算（第７号）」（消防総務課所管

分）を議題といたします。消防総務課長の説明を

求めます。 

○宇都宮消防総務課長 

「議案第105号 令和２年度西予市一般会計補

正予算（第７号）」（消防本部所管分）について、

着座のまま説明させていただきます。 

今回の補正は、八幡浜地区施設事務組合特別会

計負担金事業と消防団装備品購入事業の２事業に

係る補正を行うものでございます。それでは、予

算書の９ページをお開きください。 

歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出の部でご

ざいますが、9款消防費、補正前の額は 20億

7313万8000円でございまして、今回補正額の

1156万5000円を増額させていただき、合計20億

8470万3000円になるものでございます。財源内訳

といたしましては、国県支出金を400万4000円増

額、その他の財源を39万1000円増額し、一般財源

が717万円増額となるものでございます。今回の

補正額のうち、消防本部所管分の詳細につきまし

て、御説明させていただきます。予算書の24ペー

ジをお開きください。 

中段の9款消防費、1項消防費、1目常備消防費、

補正前の額は7億6297万1000円。補正額307万

9000円を増額し、7億6605万円になるものです。

補正額の財源内訳につきましては、特定財源とし

て、国庫支出金を270万円計上しておりますが、

これは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金です。残金の37万9000円を一般財源とす

るものでございます。これは右側の事業概要に記

載しております通り、八幡浜地区施設事務組合負

担金事業でございましてコロナウイルス感染症対

策として、八幡浜地区施設事務組合消防本部消防

署及び三つの分署の仮眠室改修工事と救急搬送用

アイソレーター装置購入のための負担金でありま

す。続きまして、2目非常備消防費の補正前の額

は1億7327万1000円で補正額433万4000円を増額い

たしまして、1億7760万5000円になるものでござ

います。補正額の財源内訳につきましては、国庫

支出金を130万4000円、諸収入39万1000円を計上

し、一般財源を263万9000円とするものでござい

ます。これは、消防団活動に使用する耐切創性手

袋を全団員に配備するための購入費であり、非常

備消防一般管理事業433万4000円を計上するもの

であります。以上、「令和２年度西予市一般会計

補正予算（第７号）」（消防本部所管分）につい

ての説明とさせていただきます。御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○兵頭委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。これより質

疑を行います。質疑はありませんか。 

○河野委員 

非常備消防費の説明でわからなかったんですけ

ど、手袋言われたんですが、どういった手袋なの

か、詳細に教えていただけたらと思います。 

○宇都宮消防総務課長 

ただいまの質問にお答えいたします。まず、耐

切創手袋ですが、難燃性があり、燃えにくく、切

創防止のあるアラミド素材手袋で耐久性にすぐれ、

火災現場を初め、さまざまな現場活動に対応でき

るオールラウンドな手袋です。 

消防団員は火災現場や災害現場においては、危

険が常に伴いますが、現在消防団に手袋の支給は

しておらず、各方面隊にお任せしている状態なの

で、現場では軍手などの軽微な手袋をしている消

防団員が多く、安全の面で非常に不安を感じると

ころです。安全性を鑑み、今回強度の高い耐切創

手袋を要望させていただくところでございます。

以上でございます。 

○河野委員 

耐切創手袋ですが全団員に配るわけですか。 

○宇都宮消防総務課長 



－4－ 

ただいまの質問でございますけれども、まず購

入から説明いたします。西予市消防団員の実員数

は1,684人ですが、条例数が1,752人でございます

ので、条例数分を購入することといたします。そ

して、西予市の全消防団員1,684双を配備しまし

て、予備を67双とする予定でございます。以上で

ございます。 

○兵頭委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○中村委員 

常備消防費の八幡浜地区施設事務組合負担金事

業についてお尋ねします。この負担割合について、

以前に根拠となる数字も少しお聞かせいただいた

んですけど、これについての変更があったのかと

いうこと、今回については何％になってるかとい

うことを御説明いただいたらと思います。 

○宇都宮消防総務課長 

以前と変化なく、今回も西予市の負担割合は

15.6％でございます。今回の詳細を説明しておき

ます。 

仮眠室改修工事の内訳ですが、本署が750万

8000円、３分署あると思うんですけれども合わせ

て1147万5000円、合計1898万3000円、西予市分は

296万1000円となります。アイソレーターが148万

4000円購入ということなんですけれども、そのう

ちの緊急消防援助隊設備整備費補助金を利用して

残り50％の76万2000円で、西予市分が11万8000円

です。合わせて西予市分は307万9000円というこ

とになります。以上でございます。 

○中村委員 

関連となりますけど構いませんかね。八幡浜消

防のほう女性消防隊員がたしか県内初でしたか、

入隊されるようなことを聞いておりまして、今回

のはコロナウイルス対策なので、女性消防士の待

遇にかかわるものではないと思うんですけれども、

西予市消防においても女性の隊員の募集とかそう

いうことについては、どのようにお考えでしょう。 

○佐藤消防長 

もちろん男性女性に区別なく募集をしていると

ころでございます。ただし、西予市消防の場合に

は女性専用のトイレであるとかお風呂であるとか

といったようなところは、現在のところを整備し

ておりませんので、新庁舎建設以降にしか女性が

泊りの隊員として活躍してくれる設備が整ってい

ないということになります。なので積極的に学校

に行ってＰＲをしたりといったようなことは現在

のところはしてないという状況でございます。以

上でございます。 

○兵頭委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○源委員 

今、中村委員と同じ負担金ところで要は第三分

署のところの宿泊をコロナ対策するってこと救急

車の物品を入れる話だったと思うんですけど、不

勉強だったら申しわけないです。うちの消防署２

カ所あります。うちはそういった対策ってどのよ

うになってるかちょっと関連でありますがお尋ね

します。 

○宇都宮消防総務課長 

ただいまの質問にお答えいたします。まず、仮

眠室についての現状を御説明させていただきます。

当消防本部でも八幡浜と同じように仮眠室は座敷

の大間で当務の全職員が仮眠をとっている状態で

したが現在、新型コロナウイルス感染等の蔓延防

止といたしまして、現在は分散型にしております。

開いている部屋を利用して、数人の職員が分かれ

て仮眠をして、２メートル以上の距離を確保する

ことで対応しておりますので、現在のところ、当

消防本部においては、改修する必要はないと考え

ます。 

また令和５年、６年度には消防本部署・野村支

署の庁舎の建てかえ計画を予定しておりますので、

そのタイミングで仮眠室の個室化を計画している

ということをあわせて報告しておきます。 

アイソレーターにつきましては、防災課長のほ

うでお答えさせていただきます。以上でございま

す。 

○坂本防災課長 

アイソレーターについて御説明申し上げます。 

アイソレーターとは、陰圧式患者搬送用器具に

なります。組み立て式の患者搬送用のカプセルで

カプセル内は常に陰圧に維持されています。患者

からなどの飛沫の感染を防止するとともに、カプ

セル内の空気はフィルターを通して排気されるた

め、同乗者及び隊員の安全が保たれる器具になり

ます。 

八幡浜管内には離島があり、その離島で救急が

発生した場合、状況に応じて海上保安庁の船や定

期便または島民の船により、患者を八幡浜港まで

搬送し、そこから救急車で病院まで搬送します。



 

－5－ 

定期便等には感染防止対策がされておりませんの

で、船に搬送用アイソレーターを積み込み使用し、

新型コロナウイルス感染者を搬送すると聞いてお

ります。当市におきましては離島がなく、救急車

で搬送できない地域は存在しないことから、当消

防本部にはアイソレーターは必要ないと判断して

おります。以上です。 

○兵頭委員長 

ほかに質疑はありませんか。それでは、以上で

質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。「議案第105号 令和２年

度西予市一般会計補正予算（第７号）（消防総務

課所管分）について、原案に賛成の委員の挙手を

求めます。 

（賛成者挙手） 

○兵頭委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

暫時休憩といたします。（休憩 午後１時19分） 

 

【学校教育課】 

○兵頭委員長 

再開いたします。（再開 午後１時23分） 

ここからは、教育部の審査となります。審査に

先立ちまして、宇都宮教育部長より挨拶をお願い

いたします。 

○宇都宮教育部長 

（宇都宮教育部長が挨拶を行う） 

○兵頭委員長 

それでは、「議案第102号 西予市立学校給食

センター及び学校給食調理場条例の一部を改正す

る条例制定について」を議題といたします。学校

教育課長の説明を求めます。 

○滝澤学校教育課長 

「議案第102号 西予市立学校給食センター及

び学校給食調理場条例の一部を改正する条例制定

について」提案理由の御説明を申し上げます。 

今回の条例改正は、西予市立野村小学校給食調

理場、西予市立野村中学校給食調理場、西予市立

城川小学校給食調理場及び西予市立城川中学校給

食調理場を廃止し、新たに西予市せいよ東学校給

食センターを追加するため、本条の一部を改正す

るものです。給食センターは御存じのとおり、平

成30年９月から大野ケ原小学校、惣川幼稚園及び

惣川小学校を除いた野村・城川地区の幼稚園、小

中学校に給食を配送することとして、野村町三島

町において建設されていましたが、平成30年７月

豪雨災害により、完成直前に被災し使用不可能と

なったため、新たに野村中学校敷地南側に用地を

確保し、令和元年10月から建設を始めました。 

設置の目的は現在の自校式の給食調理場につい

て、施設及び設備の老朽化及び経年劣化が著しい

学校があるため、より適正な環境で管理された安

心安全な給食を提供するため整備されるもので、

該当となる幼稚園、小学校及び中学校に配送を行

う計画であります。完成は11月上旬の見込みであ

り、給食の提供開始を３学期に入った１月からと

していることから、この条例の施行日を１月１日

からとしております。以上、よろしく御審議の上、

御決定くださいますようお願い申し上げます。 

○兵頭委員長 

滝澤課長の説明は終わりました。これより質疑

を行います。質疑はありませんか。 

○小玉副委員長 

せいよ東給食センターの水が出て、工事が遅れ

てからは、特別なあれはないんでしょうか。工事

ですね。 

○滝澤学校教育課長 

担当の酒井のほうから説明申し上げます。 

○酒井学校教育課長補佐 

先ほどの小玉委員の質問に対して説明をさせて

いただきます。 

給食センターにつきましては、２学期が始まる

９月から供用開始ということで計画をして進めて

おりましたが、言われますように、当初そちらの

ほうの基礎工事をする上で工事をしたときに水が

出たということや、また関連することで矢板を設

置するというようなことあたりで、工期が延びた

というようなことの説明をさせていただきました。

その後、工期が延びたことにつきまして、順調に

進んでおりますので、その後の契約の工期内に工

事が進んでおるという状況でございます。以上で

す。 

○兵頭委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。「議案第102号 西予市立

学校給食センター及び学校給食調理場条例の一部

を改正する条例制定について」原案に賛成の委員

の挙手を求めます。 
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（賛成者挙手） 

○兵頭委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

続きまして、「議案第105号 令和２年度西予

市一般会計補正予算（第７号）」（学校教育課所

管分）を議題といたします。学校教育課長の説明

を求めます。 

○滝澤学校教育課長 

それでは、「議案第105号 令和２年度西予市

一般会計補正予算（第７号）」のうち、（学校教

育課所管分）につきまして、予算書に基づき、御

説明申し上げます。 

まず歳出から御説明させていただきます。予算

書の25ページをお開きください。このたびの補正

予算は、歳入歳出ともＧＩＧＡスクールに関する

補正であります。10款教育費、2項小学校費、2目

教育振興費につきましては、事業費の変更はあり

ませんが、国庫補助金の内示額変更による財源組

み替えを行っております。詳細は、歳入のカ所で

説明させていただきます。次に10款教育費、3項

中学校費、2目教育振興費につきまして、御説明

申し上げます。ＧＩＧＡスクール構想に基づき、

聴覚に障害のある生徒に整備するデジタル補聴器

を購入するための予算17万8000円を増額計上して

おります。内訳は音声文字変換システム受信機

3万6300円、マイク14万800円となっております。

なお、小学校費と同じく、国庫補助金の内示額変

更による財源組み替えを行っておりますが、詳細

につきましては、あわせて歳入で説明をさせてい

ただきます。 

それでは、歳入について御説明申し上げます。

予算書の11ページをお開きください。13款国庫支

出金、2項国庫補助金、7目教育費国庫補助金、

1節小学校費国庫補助金、2節中学校国庫補助金に

ついて、御説明いたします。今回、国庫補助金の

内示額が増額となったことによる増額分を小学校

費、中学校費でそれぞれ計上しております。内示

額変更の主な理由としましては、公立学校情報機

器整備費国庫補助金の補助対象となる児童生徒数

算定基準日を６月補正の際は令和２年５月１日時

点、2,429人としておりましたが、その後令和元

年５月１日時点、2,460人に変更したことに伴う

変更でございます。このことに伴い一般財源が減

額となります。このようなことから、小学校費国

庫補助金では公立学校情報機器整備費国庫補助金

58万円、公立学校情報通信ネットワーク環境施設

整備費国庫補助金4万2000円、合わせまして62万

2000円を計上し、中学校費国庫補助金では、歳出

で御説明しましたデジタル補聴器にかかる補助金

分を含め、公立学校情報機器整備費国庫補助金

49万7000円、公立学校情報通信ネットワーク環境

施設整備費国庫補助金5万3000円、合わせまして

55万円を計上しております。以上、学校教育課所

管分の予算説明となります。御審議のほど、よろ

しくお願いいたします。 

○兵頭委員長 

滝澤課長の説明は終わりました。これより質疑

を行います。質疑はありませんか。 

○中村委員 

デジタル補聴器について、一式で17万8000円と

いう御説明でした。それは１人が使う分ではなく

てグループで使うのか、その具体的にどういう使

われ方をするのかなっていうことわかっていたら

教えていただきたい。 

○滝澤学校教育課長 

デジタル補聴器の使い方ですけれども、教師の

ほうがマイクを持ちます。それで子どものほうが

受信機を持つような形になるのですが、教師が話

した言葉を子どものほうが受信をしまして、その

音を大きくした上で聞き取るというような形にな

ります。 

大きさですけれども、受信機側が、縦10センチ、

横が38ミリ、厚さが26ミリ程度になります。受信

機のほうですがこちらは、補聴器の接続も可能で

子どもが先生の話す内容を正確に聞き取ることが

できるような仕組みになっております。１人１個

になります。希望が１人の生徒ですので１個だけ

購入するということになっております。 

○兵頭委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○源委員 

これ関連になるんで、申しわけないんですが、

ＧＩＧＡスクールついてになるんですけど、こな

いだの初日のほうで機械端末購入、契約が決まっ

てます。議決したところなんですけど、現場の先

生方への対応というか、例えば、私も新聞等でし

か見てないんであれなんですけど、よく最近新居

浜市さんが、県内では松山にあります私立の中高

一貫校が３年前ぐらいからそのＩＣＴ活用して事
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業されてる、実際これ機械導入が決まって、来年

からまだ多分、今いろいろ協議検討されていると

ころだと思うんですけど、実際問題、現場の先生

方ってどのように思われてるかというのと、例え

ば、先生方に対してやっぱり研修等が今後必要に

なるんじゃないかなあと思ってるんですがそのあ

たりちょっと所感というか、意見がありましたら

お願いします。 

○滝澤学校教育課長 

ＧＩＧＡスクールですけれども、機器のほうの

整備が進んでいるんですけれども、実際に先生方

の研修はまだ進んでないというのが実態です。先

日校長会がありましてそこでの議題に残ったんで

すけれども、今後、やはり教職員の研修を急速に

進めていく必要があるというふうなことが話題に

出ました。 

それで研修の方法ですけれども、各学校での校

内研修もあろうかとは思うんですけれども、やは

り委員会指導で行う部分も必要ではないかという

ことで、そういう要望も出ました。また、現場の

希望としましては先進校のほうに視察に行って、

そこで使い方を学んでいくというようなことも、

お願いしたいというような要望も出ておるような

状態です。以上です。 

○源委員 

この間６月の委員会に言ったような記憶あるん

であれですけど、５年かけて整備するものが非常

に速いスピードで機械だけ購入したというのが現

状だと思います。なるべく早く活用するため購入

されたのは当然だと思うんです。やっぱり、子ど

もたちのことを考えると、いきなり教育環境がガ

ッと変わるいうよりも、少しずつ先生方も当然教

えるに当たっていろいろ貢献されてなれていただ

かなきゃいけない部分もあると思うんですけど、

子どもたちのほうもいきなりガッと変わるってい

うのは非常に難しい面があるかと思います。どう

いった形でってなかなかまだ見えてこないとこが

正直なところだとは思うんですが、多分まだ国と

しても機械買いなさいと言ったきり、どうせいこ

うせいとあんまりはっきり方針がないというふう

に私個人的には思ってるんで、またそこら辺も含

めて、検討とかそこら辺の対応を進めていただき

たいと思います。以上です。 

○兵頭委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

それでは、以上で質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「議案第105号 令和２年

度西予市一般会計補正予算（第７号）」（学校教

育課所管分）について、原案に賛成の委員の挙手

を求めます。 

（賛成者挙手） 

○兵頭委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

暫時休憩いたします。（休憩 午後１時41分） 

 

【教育総務課】 

○兵頭委員長 

再開いたします。（午後１時47分） 

それでは続きまして、「議案第106号 令和２

年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計補正予算

（第１号）」についてを議題といたします。教育

総務課長の説明を求めます。 

○垣内教育総務課長 

それでは審査していただきます「議案第106号 

令和２年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計補

正予算（第１号）」につきまして御説明申し上げ

ます。 

予算書１ページをお開きください。今回の補正

予算につきましては、歳入歳出予算の総額にそれ

ぞれ899万9000円を増額し、予算総額を3880万

7000円とするものです。 

まず、歳入のほうから御説明いたします。６ペ

ージをお開きください。4款繰越金、1項繰越金、

1目繰越金、1節前年度繰越金899万9000円の増額

補正につきましては決算による繰越金額が確定い

たしましたので、当初予算計上額1302万円と決算

額であります2201万9000円の差引額899万9000円

を計上したものであります。 

続きまして歳出について御説明いたします。予

算書７ページをお開きください。3款諸支出金、

1項繰出金、1目繰出金、27節繰出金、一般会計繰

出事業899万9000円につきましては当初奨学資金

の貸付原資を一般会計から繰り入れておりました

ので、決算により確定しました899万9000円を一

般会計繰り出すものであります。以上、説明とさ

せていただきます。御審議の上、御決定いただき

ますようよろしくお願いいたします。 

○兵頭委員長 

垣内課長の説明は終わりました。これより質疑
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を行います。質疑はありませんか。 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。「議案第106号 令和２年

度西予市育英会奨学資金貸付特別会計補正予算

（第１号）」について原案に賛成の委員の挙手を

求めます。 

（賛成者挙手） 

○兵頭委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

暫時休憩といたします。（休憩 午後１時49分） 

 

【スポーツ・文化課】 

○兵頭委員長 

再開いたします。（再開 午後１時51分） 

それでは、「議案第105号 令和２年度西予市

一般会計補正予算（第７号）」（スポーツ・文化

課所管分）についてを議題といたします。スポー

ツ・文化課長の説明を求めます。 

○谷口スポーツ・文化課長 

それでは、「議案第105号 令和２年度西予市

一般会計補正予算（第７号）」のうち（スポーツ

文化課所管分）につきまして、予算書に基づき説

明申し上げます。初めに歳出について説明いたし

ます。予算書25ページをお開き願います。 

10款教育費、6項文化振興費、2目文化財保護費

でございますが文化的景観保護推進事業において、

191万8000円を増額計上するものです。主な内訳

につきまして説明いたします。2目文化財保護費、

7節報償費において、16万9000円を増額計上して

います。その内容は保存計画及び整備計画に支援

いただきました株式会社都市環境研究所九州事務

所 所長赤松氏を専門的立場から指導助言いただ

くために新たに西予市文化的景観保護審議会委員

に委嘱したこと、またコロナ感染症予防のため、

昨年度未開催となった整備計画住民説明会を今年

度開催することとし、これらに必要な委員謝金等

を増額計上しております。 

次に26ページをお開き願います。2目文化財保

護費、18節負担金補助及び交付金補助金において、

176万9000円を増額計上するものです。その内容

は、今年度、修理を実施する春日神社において、

シロアリ被害が大きく、その要因として配電裏か

ら雨水が流れ込むことで部材が腐朽し、シロアリ

被害が進行していることから、文化庁の指導によ

り、雨水排水溝を新設設置することとなり、あわ

せて、設計単価の増もあり、修理事業費に伴う補

助金が増額となりました。また、同じく今年度修

理する大高家オリヤ養蚕においても、修理事業の

実施に当たり、建物の建築履歴や修理を要するカ

所の事前調査と図面作成、写真記録等を行うべき

との文化庁の指導があり、これら経費に伴う補助

金が増額となりました。 

続きまして、文化的景観保護推進事業に係る歳

入について説明申し上げます。予算書11ページを

お開き願います。上段の13款国庫支出金、2項国

庫補助金、7目教育費国庫補助金、5節文化振興費

国庫補助金、国宝重要文化財等保存整備費国庫補

助金（文化的景観）について、530万円を増額計

上しております。これは今回補正による修理事業

費の増加分と今年度４月の文化的景観保護推進事

業国庫補助要綱の改正により、これまで整備事業

に係る補助率が50％だったものが、過疎地加算で

15％加味され、補助率が65％になったことにより、

増額計上するものです。 

次に14ページをお開き願います。20款市債、

1項市債、7目教育債、6節文化振興債、文化的景

観保護推進事業について、340万円を減額計上し

ています。これは今回補正による修理事業費の増

加分と過疎地加算による国庫補助金の増額により、

減額調整をしております。以上、よろしく御審議

の上、御決定くださいますようお願いいたします。 

○兵頭委員長 

谷口課長の説明は終わりました。これより質疑

を行います。質疑はありませんか。 

○加藤委員 

25ページの文化財保護費の文化的景観保護推進

事業費についてでございますが、赤松氏を呼ばれ

ているということでございますが、この方につい

てもう少し具体的に教えていただいたらと思いま

す。 

○谷口スポーツ・文化課長 

赤松氏でございますが、今までも文化的景観の

保存計画そして調査のほうに御指導をいただいて

おりました。 

今回整備計画を作成するに当たり、整備計画の

指導も含め、文化財保護審議委員のメンバーに加

わっていただいて、今後の整備事業について、御

指導いただくために入っていただきました。 

○加藤委員 
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もともと赤松氏は、入っている理由的というよ

りもどういう職歴というかどういう方なのかとい

うことをちょっとお聞きしたかったんですが。 

○谷口スポーツ・文化課長 

西予市だけでなく、他県他市のそういう文化的

景観とか文化的事情に詳しい方で、いろいろ計画

にあたっても委託をしていた会社であり、全国に

今文化的景観が西予市だけでなく、ほかにもある

んですけれどもそういうところのかかわりとかに

詳しい方であります。そういうのも含めて今から

西予市文化的景観推進事業を進めていく上で、全

国の事象なんかも含めて指導いただくということ

で、加わっていただいております。 

○兵頭委員長 

ほかに質疑はありませんか。それでは、以上で

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「議案第105号 令和２年

度西予市一般会計補正予算（第７号）」（スポー

ツ・文化課所管分）について、原案に賛成の委員

の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○兵頭委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

暫時休憩といたします。（休憩 午後１時59分） 

 

【政策推進課】 

○兵頭委員長 

再開いたします。（再開 午後２時13分） 

ここからは政策企画部の審査となります。審査

に先立ちまして、下澤政策企画部長より挨拶をお

願いいたします。 

○下澤政策企画部長 

（下澤政策企画部長が挨拶を行う） 

○兵頭委員長 

それでは、「議案第105号 令和２年度西予市

一般会計補正予算（第７号）」（政策推進課所管

分）についてを議題といたします。政策推進課長

の説明を求めます。 

○宮中政策推進課長 

それでは、「議案第105号 令和２年度西予市

一般会計補正予算（第７号）」のうち、（政策推

進課所管分）について、御説明をさせていただき

ます。 

まず、歳出予算につきまして御説明をいたしま

す。予算書15ページをごらんください。2款総務

費、1項総務管理費、8目電算管理費、12節委託料

871万2000円につきましては、電算システム開発

導入事業といたしまして、令和元年５月31日に公

布されました通称デジタル手続法に基づき行政の

デジタル化を推進するための個別施策の一つとし

て、国外転出者のマイナンバーカード等の利用に

対応するため、住民基本台帳システム及び戸籍情

報システムを改修するものであります。 

本経費は100％国庫補助となっており、市民課

所管において、歳入予算を計上しております。次

に2款総務費、1項総務管理費、11目情報推進事業

費、14節工事請負費317万8000円につきましては

光伝送路維持管理事業といたしまして、野村町太

田及び野村町岡の災害復興住宅へＣＡＴＶサービ

スを提供するため、光伝送路幹線400メートルを

新設するとともに、光の分岐設備類を整備するも

のであります。 

次に予算書17ページをごらんください。2款総

務費、9項企画費、1目企画管理費ですが、事業概

要欄にございますように、会計年度任用職員給与

費として186万3000円を増額するものでございま

す。政策推進課におきましては、国の２次補正予

算による地方創生交付金を活用した新生活様式に

対応する行政サービス構築事業を進めることとし

ておりますが、申請書の統合デジタル化、キャッ

シュレス化、遠隔講座や通信環境等の整備等、多

岐にわたる調整や整備作業によりまして、正規職

員の事務量が増大していることから、会計年度任

用職員を任用して、かなりの庶務事務を担当させ

ることにより、正職員の事務量の軽減を図るもの

でございます。 

続きまして、歳入について御説明をさせていた

だきます。予算書13ページをごらんください。

17款繰入金、2項基金繰入金、18目地域振興基金

繰入金として1億9714万5000円に112万9000円を増

額し、1億9827万4000円とするものです。この増

額分につきましては、まちづくり推進課所管の和

泉地区デマンド乗合タクシー運行事業に50万円、

地域発「せいよ地域づくり」事業に62万9000円を

充当するものであります。歳出につきましては、

まちづくり推進課所管において、歳出予算を計上

しております。 

次に、17款繰入金、2項基金繰入金、22目過疎

地域自立促進特別基金繰入金として、1188万
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1000円に8660万円を増額し、9848万1000円とする

ものです。この増額分につきましては、医療介護

部医療対策室所管の医療機関新規開業促進事業に

8000万円、市立病院経営支援推進事業に660万円

を充当するものであります。歳出につきましては、

医療介護部医療対策室所管において、歳出予算を

計上しております。以上説明とさせていただきま

す。よろしく御審議の上、御決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○兵頭委員長 

宮中課長の説明は終わりました。これより質疑

を行います。質疑はありませんか。 

○小玉副委員長 

任用職員をふやすことによって、職員の働き方

改革と言われますが、少しは助けになってるか、

どういうことでしょう。 

○宮中政策推進課長 

今回の新生活様式の事業でございますけれども、

こちらにつきましては、コロナウイルス感染症の

影響で国のほうが、２次補正予算を組んでという

ことで起きた事業でございます。当初の政策推進

課の人員体制では、当初予定してない事業規模と

いうことになっております。事業内容といたしま

しても、西予市の情報基盤の根幹を大きく変える

ような事業になっておりますので、そちらのほう

に対して、今正規職員で分担をして事業を行って

おりますけれども、業務量が先ほど御説明を申し

上げましたとおり、非常に増大となっていること

から、これから、今年度及び来年度にかけて、こ

の事業を進めていく上で、どうしてもそういうふ

うな人員が必要ということで、会計年度任用職員

を雇用させていただいて対応を図ろうというふう

な考えでございます。 

○源委員 

予算案で出てきた事業だったかと思います。例

えば行政内部の印鑑なくしたりとか電子決裁をと

るっていうのは内部の話でいいと思うんです。そ

の市民の皆さん例えばその窓口を予約化しましょ

うとかいろいろな形で、市民の皆さんが直接関係

するようなことでてくると思うんですが、これは

基本的にはいつから導入される予定なのかまずそ

こについてちょっと関連になって申しわけないん

ですがお尋ねします。 

○宮中政策推進課長 

源委員の御質問にお答えをさせていただきます。

今までの御質問にありました市民の方々に直接影

響が出るサービスでございますけれども、現在考

えておりますのは、窓口のワンストップ化という

ことで、申請書のデジタル化並びに統合ですね。

あと公金の収納ということでキャッシュレスとい

うこと、窓口での対応ということを今でいう公民

館のほうで、そういったような対応ができるよう

にということを考えております。 

そちらにつきましては、今のところでございま

すけれども、早ければ来年度に施行を始めたいと

いうことにしております。最終的には、令和４年

度には本格運用という形で進めたいと。ですので、

今年度のうちに内部の協議を進めていくところで

あるんですけれども、申請書の統合につきまして

は、関係各課がかなり、広くなっておりますので、

近隣の自治体等の先進事例等も踏まえまして、内

部の協議を調整した上で、来年度には開発並びに

試行運用を行った上で、令和４年度から本格運用

という形をとりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○兵頭委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

○中村委員 

下澤部長にお聞きしたい。デジタル化キャッシ

ュレス化に伴って事務量が増大するので、会計年

度任用職員をという話でございました。 

私、基本的な考えとしては、情報推進に向けて、

それを推し進めると省力化につながるような基本

的な考えを持っていたので、事務量が増大すると

いうことはちょっと腑に落ちなかった面がありま

す。それは今後もずっと事務量が増大していくの

か、あるいはいつからかコンピューターが発展し

ていって人力省力化につながるのかというそうい

う基本的なところがちょっとわからないんですけ

ど、もし、何かありましたら御示唆をいただきた

いと思います。 

○下澤政策企画部長 

もちろん、行政手続、行政のデジタル化ってい

うのは、中長期的には今の職員っていうのがそも

そもその職員がどんどん減っててしまうという前

提のもとで、職員が減っててもサービス水準を落

とさないために、いろいろとデジタルの力をかり

てサービスを向上させていこうっていうそういう

発想ではございますけれども、導入時にいろいろ

なことを整理しないといけないと。例えば今課長
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から説明ございましたが関係課との調整ですとか、

少なくとも既存の業務のやり方を見直すっていう、

そういう局面が絶対に必要でして、その局面にお

いては、むしろ事務量が増大するというふうに私

も認識しております。 

ですので行政のデジタル化中長期的にはコスト

削減っていうようなそういう効果っていうのは出

るんですけれども、その導入の準備期間のところ

から、職員がもういきなり要らなくなって、事務

量が軽減されて、それでいくというよりはそれで

切りかえられるっていうよりは、かなりやっぱり

切りかえのところについては、どちらかというと

従来よりもさらに業務量がオンされてくるような、

そういうような実態がございまして、今回のこの

会計年度任用職員につきましてもそういった切り

かえに要する事務、それを耐えられるように、要

求させていただいているものでございます。 

○中村委員 

お考えわかりました。移行期だから事務量が増

大するとそれが移行が済んだ時点では、省力化に

つながるのかなという考え。あわせてオフィス改

革取り組まれるみたいなことをおっしゃってまし

たが、そこについての将来的なイメージっていう

のがありましたらお答えいただきたいと思います。 

○下澤政策企画部長 

オフィス改革のイメージですけれども、現在既

に市役所庁舎４階のフロア、いろいろその木質基

調の什器なんかも取り入れさせていただいて、大

分働きやすい環境というのを実現させていただい

ておりますけれども、これは、各部各課の業務の

実態やそこで出入りされるような市民の方々との

関係性もあるとは思うんですが、可能な限り４階

フロアのような割とフラットなオフィスの空間っ

ていうのを市役所の関係庁舎の中で、徐々にこう

広げさせていただいたらなというふうに思ってお

りまして、これはなかなかすぐにできるところも

あれば、少し時間かかるところもあると思うんで

すけれども、少なくとも進める方向で職員の中で

は議論させていただきたいなと思っております。 

○兵頭委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

○加藤委員 

会計年度任用職員についてでございますが、切

りかえるために莫大な事業量になるのでその補足

のためにということでございましたが、まず山住

部長の答弁のときには、会計年度職員の方は正規

職員の補助的役割ということを言っておられまし

たが、その補助的役割で切りかえのときに、会計

年度の方ができるっていう範囲なんでしょうか。

ちょっとお伺いいたします。 

○宮中政策推進課長 

今ほどおっしゃられましたように、会計年度任

用職員において、関係各課との調整とか企画とか

っていうところの業務というのは難しいかと思い

ます。ですので今の正規職員が持っております庶

務的な業務をその会計年度任用職員の方に処理を

していただくことで、正規の職員が本来企画とか

関係課との調整とかの業務に集約、業務を特化で

きるような形をとるために会計年度任用職員の方

を雇用させていただくというものでございます。 

○加藤委員 

では正規職員の補助的役割なので、そんなに難

しくはないというふうな認識でよろしいんでしょ

うか。 

○宮中政策推進課長 

はい。そのとおりでございます。 

○源委員 

つけ加えるじゃないんですけど、キャッシュレ

スに関してちょっと一つだけ、昨年、一昨年ぐら

いから市民病院とかでクレジットカードが使えな

いかという話がちょっと議員の中でありまして、

今後、例えば市役所内でいろいろ公金に関して、

収納今は現金の直接納付か口座振替という形にな

ると思います。 

で、キャッシュレスっていうと単純に言うとク

レジットカード使える、ＱＲコード使える、さま

ざまな支払い方法あると思うんですけど、恐らく

その話も出てくると思うような気するんですよ。

一般の市民の人にとって、例えば市役所でキャッ

シュレスするけれど、どうして病院はだめなんだ

という話があったときに、どうしても病院サイド

としたらいわゆる事業費、事業収入に関して、ど

うしてもキャッシュレスにすると当然手数料がか

かりますんでっていう部分があったと思うんです

けど、できたら、どこかが負担はしなきゃいけな

くなると思うんで、それは恐らく行政全体のキャ

ッシュレスを進めると当然手数料だけが負担しな

きゃいけなくなる、その部分が一番ちょっとどう

なのかなというふうに思ってます。 

公営企業としては基本的にはやっぱり現金でと
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いう声がすごく強かったように思います。またそ

のあたり、これから調整に入られると思うんです

けど、また十分に協議していただければと思いま

す。以上です。 

○兵頭委員長 

暫時休憩します。（休憩 午後２時32分） 

○兵頭委員長 

再開いたします。（再開 午後２時32分） 

ほかに質疑ありませんか。以上で質疑を終結と

いたします。 

お諮りいたします。「議案第105号 令和２年

度西予市一般会計補正予算（第７号）」（政策推

進課所管分）について、原案に賛成の委員の挙手

を求めます。 

（賛成者挙手） 

○兵頭委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

暫時休憩いたします。（休憩 午後２時32分） 

 

【まちづくり推進課】 

○兵頭委員長 

再開いたします。（再開 午後２時36分） 

続きまして、「議案第98号 西予市卯之町駅前

複合施設の設置及び管理に関する条例制定につい

て」を議題といたします。まちづくり推進課長の

説明を求めます。 

○長野まちづくり推進課長 

それでは、「議案第98号 西予市卯之町駅前複

合施設の設置及び管理に関する条例の制定につい

て」御説明申し上げます。卯之町はちのじまちづ

くり推進事業において、卯之町駅前の立地を活用

した地域振興を図るため、現在、その拠点となる

複合施設の整備を進めており、令和３年３月末ま

でに完成見込みであります。 

当施設は地域の新たな企業を支援するテナント

スペース、観光を促進し、市内の特産品を販売す

る観光促進、物産販売スペースのほか、木のぬく

もりにあふれるフリースペースや市民の憩いの場

となる緑地広場などを有し、これらを核として、

多くの方々に活用いただき、地域全体の交流拡大

やにぎわいづくりを図るものです。 

今回の条例制定は、西予市卯之町駅前複合施設

の設置及び管理について必要な事項を定めるもの

であります。本条例の主な内容といたしましては、

複合施設を構成する施設内容や施設の管理を指定

管理者に行わせるものとし、利用許可や利用条件

等について定めております。施設の利用料金につ

きましては、別表に定める額の範囲内で、指定管

理者があらかじめ市長の承認を経て定めるものと

し、その使用料金は指定管理者の収入として収受

させることと定めております。 

この条例の施行期日は公布の日から起算して８

カ月を超えない範囲に範囲内において規則で定め

る日としております。 

なお、宇和郵便局とふるさとハローワークが入

る予定のオフィススペースについては、普通財産

として市が維持管理し、契約を締結した上で貸し

付けを行うため、この条例には含まれておりませ

ん。以上、よろしく御審議の上、御決定ください

ますようお願い申し上げます。 

○兵頭委員長 

長野課長の説明は終わりました。これより質疑

を行います。質疑はありませんか。 

○源委員 

今工事が始まっていよいよだなという感じにな

ってます。実際エスピーシーさんが行っているこ

となんであれなんですけど、現在さっき説明され

たテナント分の募集を行ってたと思うんですけど、

そこの現状についてどのような形になってるか、

答弁いただけたらと思います。以上です。 

○長野まちづくり推進課長 

チャレンジショップの募集につきましては、６

スペースに対して８月31日までの締め切りで募集

しておりました。８月31日までに申請者提出が３

件ございました。３件になっておりますので、残

りの分につきましては、近々のフェイスブックを

活用してターゲットを絞った募集や近隣の市町や

松山市方面への広告等でさらなる募集をかける予

定となっております。 

○源委員 

まちづくりサービスさんの代表代わられたとか

いろいろあって、瓦版も割と頻繁に出されるよう

になりましたし、最初の課題が少しずつクリアで

きるよう見えてきたかなあというふうには考えて

ます。基本的には今ちょうど建設中の複合施設が

完成し、来年度は駅の改修工事に入ると思います。 

最終的にはあと１年半程度である程度のハード

面が完成して残りの肝心要はやっぱりソフトにな

ると思います。本当にいろんな形で今、地元の皆
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さんが特に若い方を中心に集まってさまざまな形

で協議されてるところでなるべくできることでき

ないところいろいろ、ありはすると思うけど、多

種多様な意見あると思います。 

それをぜひ反映していただけるように、まちづ

くりさんのほうにもお伝えいただければと思いま

す。要望です。以上です。 

○兵頭委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

暫時休憩とします。（休憩 午後２時42分） 

○兵頭委員長 

再開いたします。（再開 午後２時45分） 

ほかに質疑はありませんか。それでは、以上で

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「議案第98号 西予市卯之

町駅前複合施設の設置及び管理に関する条例制定

について」原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○兵頭委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

それでは続きまして、「議案第105号 「令和

２年度西予市一般会計補正予算（第７号）」（ま

ちづくり推進課所管分）についてを議題といたし

ます。長野課長の説明を求めます。 

○長野まちづくり推進課長 

それでは、「議案第105号 令和２年度西予市

一般会計補正予算（第７号）」（まちづくり推進

課所管分）につきまして、補正予算書に基づき、

御説明を申し上げます。歳入歳出補正予算事項別

明細書で御説明をさせていただきますが、まず、

歳出予算から御説明させていただきます。 

補正予算書の16ページ下段をごらんください。

2款総務費、8項地域振興費、1目地域振興費、補

正額152万円の増額補正でございます。このうち、

新ふるさとづくり総合支援事業補助金の89万

1000円ですが、このたび、愛媛県が行っている新

ふるさとづくり総合支援事業において、二次募集

があり、三瓶地区の蔵貫小学校校区ふるさと振興

会から、本事業について申し出がありました。こ

の補助事業は、事業を実施する市または事業を行

う民間団体に補助する市が対象となっていること

から、愛媛県に対して市が計画書を提出しており

ましたところ、このたび愛媛県から交付金の内示

がありました。これにより事業を実施することが

できることとなり、地域づくり団体に対して交付

決定を行うとともに、交付金を交付する必要があ

ることから、補正予算を計上するものでございま

す。 

次に17ページになりますが、せいよ地域づくり

交付金62万9000円の増額補正です。地域づくり活

動センターの試験的運用に当たり、明浜町狩江地

区の地域づくり組織が10月から地域人材を雇用す

るための経費に対し、せいよ地域づくり基礎型交

付金を追加交付するに当たり、補正予算を計上す

るものであります。現在、小規模多機能自治活動

拠点施設整備事業において、公民館を地域づくり

活動センターへと移行することについて、市民検

討委員会を立ち上げセンターの機能等について検

討を重ねているところです。 

また、当委員会と並行して、公民館を地域づく

り活動センターへ移行するに当たり、モデル地区

になるセンターの試験的取り組みを行い、運用上

の課題を抽出し、令和５年度の本格運用に向けて、

スムーズな移行ができるよう取り組んでおります。 

この試験項目の一つである地域づくり組織の事

務局等を担う地域が雇用する地域任用職員を狩江

地区の地域づくり組織が10月から雇用する予定と

なっております。そのため、地域任用職員を雇用

する財源が必要となっております。増額する基礎

型交付金は、ひと月当たりに要する人件費を25万

円と設定し、10月からの６カ月分、150万円を交

付する予定としておりますが、現予算の残額が

87万1000円であることから、不足分の62万9000円

を計上いたしました。 

続いて、2款総務費、8項地域振興費、3目生活

交通バス対策事業費、補正額53万1000円の増額補

正でございます。10月１日から三瓶町和泉地区に

おいては宇和島バスの路線が廃止になることに伴

い、乗合タクシーを運行することとし、運行事業

者への補助金を計上するものでございます。これ

までに路線の再編や時刻の見直し等により、運行

の効率化や利便性の向上を図りながら、路線を維

持してきたところですが、交通事業者におきまし

ては、運転士の高齢化と運転士不足が大きな問題

となっており、現在運行している路線を今後も維

持していくことが大変困難な状況となっておりま

す。こうしたことから、昨年５月に宇和島自動車

株式会社様より特に利用者の少ない路線について

は、代わりの交通手段が確保でき次第、廃止した
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い旨の申し出があり、利用状況の調査や和泉地区

住民との意見交換、タクシー事業者との協議を経

て、本年６月の西予市地域公共交通活性化協議会

において、デマンド乗合タクシーを運行すること

の承認を受け、10月１日より運行開始することと

し、宇和島バス路線の廃止との結論に至り、和泉

地区デマンド乗合タクシー運行事業を開始するこ

とといたしました。 

次に27ページ下段をごらんください。13款諸支

出金、2項基金費、1目基金費、補正額9億9026万

4000円のうち、ふるさと応援基金事業 474万

6000円の増額補正であります。西予市ふるさと応

援基金条例に基づき、ふるさと納税寄附金の総額

をふるさと応援基金に積み立てることとなってお

りますが、令和元年度のふるさと納税寄附金額が

2億5474万5428円に対し、予算が2億5000万2000円

であったため、予算が不足し全額を積み立てるこ

とができていなかったため、本議会において、

474万6000円を補正予算計上し、ふるさと応援基

金に積み立てを行うものであります。 

次に歳入予算について御説明いたします。補正

予算書の11ページ下段をごらんください。14款県

支出金、2項県補助金、1目総務費県補助金474万

6000円を増額補正するものでございます。愛媛県

の新ふるさとづくり総合支援事業において、申請

していた３事業が採択され、県から補助金の交付

内示があったため、補正予算を計上いたしました。

交付対象となる事業のうち、２事業の歳出予算は

当初予算に計上している本課所管の移住交流促進

事業に対し300万円と当課並びに子育て支援課が

所管する木育推進事業に対し85万5000円。残り１

事業は先に述べました今回の補正予算で計上して

おります新ふるさとづくり総合支援事業に対し、

89万1000円の、合計474万9000円です。以上で

「議案第105号 令和２年度西予市一般会計補正

予算（第７号）」の（まちづくり推進課所管分）

についての御説明とさせていただきます。よろし

く御審議の上、御決定くださいますようお願い申

し上げます。 

○兵頭委員長 

長野課長の説明は終わりました。これより質疑

を行います。質疑ありませんか。 

○加藤委員 

16ページの地域振興費、地域発「せいよ地域づ

くり」事業62万9000円でございますが、これは令

和５年より公民館の自治センター化に向けて、先

行的に10月より、狩江公民館でやることの地域任

用職員を雇うための足りない分の62万9000円とい

うことでございましたが、この地域任用職員って

いう方は、具体的にはどのような方を任用されて

いるのかもう少し詳しくお伺いいたします。 

○長野まちづくり推進課長 

狩江地区にございます地域づくり組織の「かり

とりもさくの会」のほうで公募をされておりまし

て、公募に応募される方はなかったとお伺いした

んですが、会のほうで、任用職員として活動でき

る方をあたられまして、ほぼ内定しているという

ふうに伺っております。地域の方と伺っておりま

す。 

○加藤委員 

具体的にどういう方かっていうのはまだわかっ

てないっていうことですか。地域の方であるって

いうことだけ。 

○長野まちづくり推進課長 

はい。そこのところまで伺っております。 

○河野委員 

同じく、今のせいよ地域づくり事業ですけれど

も、ことしの春、各旧５町ですが代表というか、

各地区に一地域づくりいうか、公民館に係長級を

配置して事業を進めると聞いております。 

これは明浜の狩江はこれでわかるんですが、あ

との４カ所ではどのような動きを今現状されてお

るのか分かっていれば、お答えください。 

○長野まちづくり推進課長 

本年４月より地域づくり活動センター推進担当

係長を横林公民館、三瓶南公民館、土居公民館に

配置しております。それぞれの地域に応じて、令

和５年４月のセンター化に向けた取り組みの展開

と調整を現在行っている状況です。 

○河野委員 

まだ現状では、特別目に見えて成果は上がって

ないということでいいんでしょうか。 

○長野まちづくり推進課長 

それぞれの地域において、これから取り組むべ

き課題に向けて、地域づくり組織と共に協議を重

ねていただいているところです。 

土居公民館に関しましては、建物の改築が必須

の状況となっておりまして、今、建設委員会等も

設けて、建設に向けて計画を立てていていただい

ているところです。 
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○兵頭委員長 

ほかに質疑ありませんか。それでは、以上で質

疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「議案第105号 令和２年

度西予市一般会計補正予算（第７号）」（まちづ

くり推進課所管分）について、原案に賛成の委員

の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○兵頭委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

暫時休憩といたします。（休憩 午後２時59分） 

○兵頭委員長 

再開いたします。（再開 午後２時59分） 

○長野まちづくり推進課長 

訂正がございますので申し上げます。歳入で御

説明させていただきました14款県支出金、2項県

補助金、1目総務費県補助金の増額補正でござい

ますが、最後に申し上げましたところで、474万

9000円と申し上げましたが、正しくは、合計

474万6000円でございます。以上です。 

○兵頭委員長 

暫時休憩といたします。（休憩 午後３時） 

 

【総務課】 

○兵頭委員長 

再開いたします。（再開 午後３時10分） 

ここからは総務部の審査となります。審査に先

立ちまして、まず山住総務部長より挨拶をお願い

します。 

○山住総務部長 

（山住総務部長が挨拶を行う） 

○兵頭委員長 

それでは、「議案第105号 令和２年度西予市

一般会計補正予算（第７号）（総務課所管分）を

議題といたします。総務課長の説明を求めます。 

○一井総務課長 

それでは「議案第105号 令和２年度西予市一

般会計補正予算（第７号）のうち、（総務課所管

分）について御説明させていただきます。まず、

歳出予算について御説明いたします。 

予算書の15ページをお開きください。2款総務

費、1項総務管理費、1目一般管理費、派遣職員管

理事業406万1000円でありますが、令和２年７月

豪雨災害に伴い、熊本市が熊本県人吉市の対口支

援団体として、指定を受けたことにより、大阪府

和泉市及び岡山県総社市と連携し、避難所運営の

支援を行うため、派遣する職員30名分の経費を見

込み増額するものです。実績といたしましては、

８月１日から９月１日までの間延べ15名を派遣を

いたしました。今後の人的支援については考えて

おりませんが、台風等により被害拡大により、新

たな支援要請があった場合は、随時対応すること

といたしております。なお、支出した経費につい

ては特別交付税で措置されることになっておりま

す。 

次に会計年度任用職員給与費（総務課庶務事業）

147万8000円でありますが、城川支所総務課に在

籍する職員が現在、産前休暇取得中で、今後、産

後休暇及び育児休暇を取得する予定でありますの

で、その代替の臨時職員にかかわる経費を増額す

るものでございます。 

予算書の16ページをお開きください。2款総務

費、4項選挙費、1目選挙管理委員会費、選挙管理

委員会庶務事業277万2000円でありますが、新型

コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、新しい

生活様式を取り入れることが求められている中、

有権者の皆さんが安心して投票できるように、感

染蔓延防止対策のため、投票用紙交付機の購入に

伴う経費について、増額するものです。なお財源

の一部として、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金240万円を見込んでおります。 

続きまして、歳入予算について御説明いたしま

す。予算書の11ページをお開きください。13款国

庫支出金、2項国庫補助金、8目総務費国庫補助金、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金510万円でありますが、このうち、当課所管分

240万円については、先ほど歳出において説明さ

せていただきました選挙管理委員会の庶務事業に

よるものでございます。以上、説明とさせていた

だきます。よろしく御審議の上、御決定ください

ますようお願い申し上げます。 

○兵頭委員長 

一井課長の説明は終わりました。これより質疑

を行います。質疑はありませんか。以上で質疑を

終結いたします。 

お諮りいたします。「議案第105号 令和２年

度西予市一般会計補正予算（第７号）」（総務課

所管分）について、原案に賛成の委員の挙手を求

めます。 
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（賛成者挙手） 

○兵頭委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

暫時休憩といたします。（休憩 午後３時18分） 

 

【財政課】 

○兵頭委員長 

再開いたします。（再開 午後３時21分） 

それでは、「議案第105号 令和２年度西予市

一般会計補正予算（第７号）」（財政課所管分）

についてを議題といたします。財政課長の説明を

求めます。 

○宇都宮財政課長 

それでは、審査していただきます「議案第

105号 令和２年度西予市一般会計補正予算（第

７号）」のうち、（財政課所管分）について、御

説明させていただきます。 

まず、歳入について御説明申し上げます。予算

書の10ページをお開き願います。9款1項1目地方

交付税でございますが、普通交付税の算定結果に

基づきまして、当初予算との差額1億804万8000円

を増額するものであります。令和２年度の普通交

付税につきましては、合併に伴う財政優遇措置で

ある合併算定替が令和元年度で終了となり、一本

算定となっております。増額補正の要因といたし

ましては、新しく創設されました地域社会再生事

業費に係る財政需要額が当初予算編成時の試算以

上に算定されたことによるものであります。補正

後の普通交付税の交付額は、昨年度と比較して

1.7％の増、1億8124万9000円増の107億804万

8000円となります。 

続きまして、予算書は11ページをお開き願いま

す。13款2項8目総務費国庫補助金のうち、新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

510万円の増額でございますが、新型コロナウイ

ルス感染症対策事業の財源といたしまして、歳出

予算書の16ページの選挙管理委員会庶務事業へ

240万円、予算書24ページの八幡浜地区施設事務

組合負担金事業へ270万円充当しています。事業

内容については、既に所管課において説明がされ

ているとおりでございます。 

続きまして、予算書は13ページをお開き願いま

す。17款2項1目財政調整基金繰入金でございます

が、財政調整基金は財源が不足する場合において、

当該不足額の補充財源として、繰り入れをするも

のでございます。今回の補正では普通交付税の増

額等に伴い、繰入金を9731万円減額するものであ

ります。 

同じく13ページになります。18款1項1目繰越金

9億8605万7000円の増額でございますが、令和元

年度の決算が確定いたしまして、歳入歳出差し引

き額が18億863万4000円でありました。このうち、

令和２年度への繰越財源4億8928万9000円を除き

ます繰越金が13億1934万5000円となります。当初

予算での繰越金予算計上額3億3328万8000円を差

し引き、今回追加予算額といたしまして、9億

8605万7000円を計上するものでございます。 

続きまして、予算書14ページをお開き願います。

20款1項8目臨時財政対策債4997万2000円の増額で

ございますが、今年度の普通交付税の決定に合わ

せて、臨時財政対策債の発行可能額が決定された

ことに伴い、増額するものであります。補正後の

臨時財政対策債は、前年度と比較して、1225万

3000円増の4億5597万2000円となります。 

それでは続きまして、歳出について御説明申し

上げます。予算書の15ページをお開き願います。

2款1項5目市有財産維持管理事業133万1000円でご

ざいますが、旧明浜支所跡地の利活用につきまし

ては、地域の住民の方を主体とした跡地利用検討

委員会より、跡地利用計画書の提出がございまし

た。今回、本計画に基づきまして多目的広場東屋

等整備の測量設計に係る委託料を計上するもので

ございます。配付しております利活用のイメージ

図面を御確認ください。続きまして、予算書は

23ページをお開き願います。8款5項2目公共下水

道事業会計繰出事業190万3000円の増額でござい

ますが、公共下水道事業会計における人事異動等

に伴う人件費の調整に係る繰出金の増額でござい

ます。 

続きまして、予算書は27ページをお開き願いま

す。13款2項1目財政調整基金事業6億6000万円で

ございますが、令和元年度決算が確定し、歳入歳

出差引額から、令和２年度へ繰越する財源を除い

た繰越金が13億1934万5000円となりましたので、

今回、地方財政法第７条第１項の剰余金のうち、

２分の１を下回らない金額を積み立てなければな

らないの規定に基づきまして、財政調整基金とし

て積み立てるものでございます。これによりまし

て、補正後の財政調整基金の残高は、予算ベース
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で24億5957万2000円となる見込みでございます。 

次に公共施設整備基金事業3億2605万7000円で

ございますが、公共施設の長寿命化、統合や廃止

等に要する経費の財源とするため、今回の補正に

おける歳入歳出予算の剰余金を積み立てるもので

ございます。これによりまして、補正後の公共施

設整備基金残高は予算ベースで11億5369万9000円

となる見込みでございます。以上、財政課所管分

に係ります補正予算の説明とさせていただきます。

よろしく御審議の上、御決定くださいますようお

願い申し上げます。 

○兵頭委員長 

宇都宮課長の説明を終わりました。これより質

疑を行います。質疑はありませんか。 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。「議案第105号 令和２年

度西予市一般会計補正予算（第７号）（財政課所

管分）について、原案に賛成の委員の挙手を求め

ます。 

（賛成者挙手） 

○兵頭委員長 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩といたします。（休憩 午後３時29分） 

 

【危機管理課】 

○兵頭委員長 

再開いたします。（再開 午後３時31分） 

それでは続きまして、「議案第105号 令和２

年度西予市一般会計補正予算（第７号）」（危機

管理課所管分）についてを議題といたします。危

機管理課長の説明を求めます。 

○谷川危機管理課長 

それでは、「議案第105号 令和２年度西予市

一般会計補正予算（第７号）」のうち、（危機管

理課所管分）につきまして、御説明申し上げます。 

予算書は24ページをお開きください。9款消防

費、1項消防費、4目災害対策費のうち、情報伝達

手段多重化のための防災行政無線の音声案内アプ

リ導入に係る委託料、システム使用料につきまし

て、地区選択機能、文字入力による配信機能等を

追加することにより、増額する経費を計上させて

いただいております。12節委託料、システム導入

委託料として375万6000円の増額、導入後の使用

料として、13節使用料を39万6000円計上させてい

ただいております。 

詳細な内容につきまして、事前に送付させてい

ただいております資料をもとに、御説明をさせて

いただきます。 

まず資料１枚目でございますが、防災行政無線

配信アプリ「コスモキャスト」につきまして、説

明をさせていただきます。これは市民の方がそれ

ぞれのスマートフォンに専用アプリをインストー

ルしていただくことで、市が防災行政無線を使用

して発信する放送内容をアプリを通して、音声で

聞くことができるもので、情報伝達手段の多重化

を目的として、今年度新たに導入予定としており

ました。 

今年度に入りデモ機を運用し、内容について精

査しましたところ、当初予定していた内容より受

け手側受信側の利便性が向上するよう、仕様の変

更を行い、それに伴う増額予算を計上させていた

だくものでございます。 

詳細としましては、当初導入予定としていたも

のでは、防災行政無線の戸別受信機と配信用の装

置「コスモマスター」ですが、接続することで外

部サーバーを経由後、音声情報が手持ちのスマー

トフォンアプリに配信されるもので、音声情報と

して、防災無線で放送した内容がそのままアプリ

で流れるため、情報伝達手段の多重化としては有

効であるものの、地区を選択した配信ができない

ことや通常放送と緊急放送を区別した配信ができ

ないこと、また時報などの音源も全て拾ってしま

うことなど、デモ機の運用期間中に何点か課題が

浮き彫りなってまいりました。そのため、再度協

議検討を行い、内容の変更を行った次第でござい

ます。 

２枚目をごらんください。こちらが検討後の導

入イメージとなります。防災無線側は親局の改修

を行い、新たに専用端末のＰＣコスモキャストを

導入し、親局との接続を行い、お互いのインター

フェースを合わせることで当初のように、音声を

一方的に流すだけではなく、通常放送と緊急放送

との放送区分及び各旧町単位での地域区分の信号

を受けることで、アプリを受け取る住民側が放送

の聞こえ方で内容を判断したり、郵便番号の登録

で自分の聞きたい地域の放送内容を聞くことが可

能となります。これにより、追加経費としての予

算が必要となり、今回当初予算321万2000円に追

加し、計上させていただくものです。資料３枚目
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には参考としまして、当初資料と今回新たに変更

を検討している資料の内容比較を載せております

ので、お目通しください。以上、危機管理課所管

分の説明とさせていただきます。御審議の上、御

決定くださいますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

○兵頭委員長 

谷川課長の説明は終わりました。これより質疑

を行います。質疑はありませんか。 

○源委員 

こちら当初予算であった分の追加になるかと思

いますが、これちょっとイメージできないんです

けど、要は自分のスマホにアプリをインストール

したら、今んとこだったら全部流れてきちゃうけ

ど、新しいシステムを導入すれば、例えば緊急だ

けが流れてくるとかそういったことが選べるとい

うことなんですかね。そこら辺詳しく確認でお尋

ねします。 

○谷川危機管理課長 

今、源委員がおっしゃられたとおり、現在我々

も私用で自分のスマホに入れてあるアプリでは、

全ての音源、全ての時報とかも全て拾ってしまう

という問題点がございました。これ当初参考とし

ました大洲市は緊急放送のみを受けるだけという

ことなので、それでよかったのかもしれませんけ

ども、西予市の場合、結構行政放送等もあります

ので、それらも含めて、あと時報の回数も他市町

と比べて多いということもありまして、そこらを

選択できる機能が必要でないかというのが１点あ

りました。 

それを選択することによって、先ほど言いまし

た各旧町単位の郵便番号で宇和町の放送だけ欲し

いとか城川町の放送だけ欲しいということも可能

ですし、全ての放送を全市的な放送は当然、聞こ

えるんですけどもそういう選択も可能であります

し、緊急放送と通常放送を分けて、現在の戸別受

信機のように、緊急放送の場合は最大の音量で音

量切っておっても流れるというようなことも、可

能になるんじゃないかというふうに考えておりま

して、今回御提案しています仕様としてます。 

○源委員 

これやっぱり２年前の豪雨ときにやっぱりその

防災無線が雨のときほとんど聞こえなかったって

いうことが発端になってるかと思います。あとは

西予市結構いろいろ、暮らしのアプリ導入したり

とかしてるんだけど、なかなか要は利用者が伸び

悩んでるっていうとこがあると思います。 

これ実際の運用後に実際には導入進められると

思うんですが、ちょっと先の話だとどのようにし

て、とにかくスマホにインストールしてアプリ入

れてもらわなきゃいけないとこからになると思う

んですけど、そのあたりどのようにお考えかお尋

ねします。 

○谷川危機管理課長 

将来的に見ても、こういったタイプのアプリこ

れから需要が増えていくということなので、戸別

受信機に将来的に代わるものとしても使えるので

はないかと思います。 

でも現状ではスマートフォンを持たれてない方

もいらっしゃるということなので、まず、消防団

とか緊急放送に必要な方等に、まず直接的にお願

いをしてダウンロードしてもらう。一般の方には

広報紙ホームページ、一般的なやり方なんですけ

れども、そういったものを活用して広く、周知を

図りたいというふうに考えております。 

○兵頭委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○河野委員 

このコスモキャストですけれども、１ページの

図といいますか説明では、戸別受信機からコスモ

マスターを接続するとそれから、各スマホに届く

というふうな感じですけれども、この戸別受信機

が何か不具合というか、受信しないときがある地

区あると思うんですが、そういったときにはどん

なんですか。 

○谷川危機管理課長 

すいません。この資料の図ではちょっとわかり

にくかったと思いますけれども、各御家庭の戸別

受信機にこのコスモマスターをつなぐのではなく

て、今この市役所内にある親機に戸別受信機を一

つつけてそれに１台コスモマスターをつけること

によって、コスモマスターを通じて、それぞれ個

人でお持ちの携帯のアプリのほうに音声を飛ばす

ということですので、戸別受信機が入らないエリ

アにおいても携帯電話が入るエリアにおいては、

このアプリで拾うことができますので、可能であ

るというふうにあります。 

戸別受信機も100％入ればということなんです。

戸別受信機はお住まいの御自宅に設置していただ

くということで、居住エリアに電波が届くような
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設計で、それぞれしております。それに保管して、

移動中とかでも、このアプリを入れていただくこ

とで携帯電話が受信可能なところでは放送を受信、

また聞くことができるということになります。以

上でございます。 

○兵頭委員長 

暫時休憩します。（休憩 午後３時42分） 

○兵頭委員長 

再開いたします。（再開 午後３時46分） 

ほかに質疑はありませんか。 

○中村委員 

使用方法についてちょっとわかりにくかったん

ですけれども、これはスマホ携帯していると、家

庭にある戸別受信機を持ち歩くようなイメージで

とらえてよろしいでしょうか。 

○谷川危機管理課長 

中村委員おっしゃるとおりで、そのようなイメ

ージでとらえていただいたらと思います。先ほど

申し上げましたけれども将来的には、研究もかな

り重ねて、戸別受信機に替えて入れていく形も考

えております。以上でございます。 

○兵頭委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。「議案第105号 令和２年

度西予市一般会計補正予算（第７号）」（危機管

理課所管分）について、原案に賛成の委員の挙手

を求めます。 

（賛成者挙手） 

○兵頭委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

暫時休憩といたします。（休憩 午後３時47分） 

 

【税務課】 

○兵頭委員長 

再開いたします。（再開 午後３時49分） 

それでは続きまして、「議案第105号 令和２

年度西予市一般会計補正予算（第７号）」（税務

課所管分）についてを議題といたします。税務課

長の説明を求めます。 

○浜田税務課長 

それでは、「議案第105号 令和２年度西予市

一般会計補正予算（第７号）の（税務課所管分）

について御説明申し上げます。 

予算書16ページをお開き願います。2款総務費、

2項徴税費、1目税務総務費、補正額71万7000円の

増額につきましては、令和２年度途中に新たに当

課職員１名が産前産後及び育児休暇を取得するこ

とになり、その代替として雇用する会計年度任用

職員の経費の増額を行うとともに、現在、当課に

在籍しております２名の会計年度任用職員の報酬

単価等が確定しましたことによる不用額の減額を

行うものでございます。以上、よろしく御審議の

上、御決定くださいますようお願いいたします。 

○兵頭委員長 

浜田課長の説明は終わりました。これより質疑

を行います。質疑はありませんか。 

以上で質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「議案第105号 令和２年

度西予市一般会計補正予算（第７号）」（税務課

所管分）について、原案に賛成の委員の挙手を求

めます。 

（賛成者挙手） 

○兵頭委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

それでは本日予定されておりました議案審査が

全て終了いたしましたので、これにて令和２年第

３回定例会総務常任委員会を閉会いたします。 

 

（閉会 午後３時51分） 

 

 

 

 

西予市議会委員会条例第30条第１項の規定によ

りここに署名する。 
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